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第１章 総 則 
 

(目的) 

第１条 本要領は、葛飾区基本計画に基づき、多世代や地域との交流、家族ぐるみのスポー

ツ環境づくりのために、スポーツの指導や運営、ボランティアとして参加するなど、区民

の誰もが、様々な形でスポーツに関わることができる、スポーツによる元気なまちづくり

を目的として設置する。 

 

(スポーツボランティアの定義) 

第２条 本要領のスポーツボランティアとは、区及び地域のスポーツ推進のために、スポー

ツ行事等の企画・準備・運営に関することをボランティア（原則無償）で協力するなど、

区のスポーツ振興に大きく貢献するものを指す。 

 

(スポーツボランティアの役割) 

第３条 スポーツボランティアの役割は、次に掲げる内容とする。 

（１）地域スポーツ団体等の要請に応じてボランティア協力をすること。 

（２）区や関係機関、スポーツ関係団体等が実施する事業に積極的に協力すること。 

（３）講習会、研修会等に積極的に参加して、イベント時の緊急事態に応急処置等の対応が

できる能力の向上に努めること。 

（４）自身又は活動団体（ここでいう活動団体とは、スポーツボランティア事業に積極的に

参加し、本要領の目的に沿った活動ができると教育委員会が認めた団体を指す。以下同

じ。）に所属する人員の健康管理、事故防止に十分留意すること。 

 

 

第２章 スポーツボランティア養成講習会 
 

(スポーツボランティア養成講習会) 

第４条 区のスポーツ振興を理解し、ボランティア精神によるイベント協力ができるスポー

ツボランティアを養成するために、スポーツボランティア養成講習会(以下「ボランティア

講習会」という。)を開催する。 

また、ボランティア講習会修了者等に対して葛飾区公認スポーツボランティアとして認

定・登録するための審査を実施する。 

 

(受講資格) 

第５条 ボランティア講習会の受講資格は、原則として中学生以上の者で、次に掲げる者又

は活動団体の代表者（活動団体内で任意に選出された者。以下同じ。）とする。ただし、資

格取得のみを目的とする場合は、受講できない。 

（１）区のスポーツ振興のために、区が指定したスポーツ行事や地域のスポーツ行事に積極

的に協力できる者又は活動団体の代表者。 

（２）ボランティア精神による、地域スポーツの推進に熱意と情熱のある者又は活動団体の

代表者。 

 

 



(ボランティア講習会の内容) 

第６条 ボランティア講習会の単位数（講習時間）は、年に１回以上（２時間程度）とする。 

 

 

第３章 スポーツボランティア・リーダー養成講習会 
 

(スポーツボランティア・リーダー養成講習会) 

第７条 区及び地域のスポーツ推進のために、スポーツ事業の主催者の意図を理解するとと

もに、ボランティアメンバーの中心となって活動する人材を養成するため、スポーツボラ

ンティア・リーダー養成講習会(以下「リーダー講習会」という。)を開催する。 

また、ボランティア講習会と同様にリーダー講習会修了者等（ただし、ボランティア講

習会において認定・登録が済んでいる者を除く。）に対して葛飾区公認スポーツボランティ

アとして認定・登録するための審査を実施する。 

 

(受講資格) 

第８条 リーダー講習会の受講資格は、原則として高校生以上の者で、次に掲げる者とする。

ただし、資格取得のみを目的とする場合は、受講できない。 

（１）過去に日本スポーツボランティアネットワークが開催する研修会を修了した者（活動

団体の代表者を含む。）。 

（２）公益財団法人日本財団ボランティアセンターが開催し、又は区と共催する研修を修了

した者（活動団体の代表者を含む。）。 

（３）（１）又は（２）の条件を満たし、且つスポーツボランティア活動の経験がある者。 

 

(リーダー講習会の内容) 

第９条 リーダー講習会の単位数（講習時間）は、年に１回以上（５時間程度）とする。 

 

 

第４章 公認スポーツボランティアの認定及び登録 
 

(認定方法等) 

第 10 条 ボランティア講習会又はリーダー講習会の修了者で、スポーツボランティア登録申

請書（別紙様式１－１）の提出を受けたうえで、教育委員会が審査の上、適任と認めた者

を公認スポーツボランティアとして認定及び登録する。 

２ 前項において、活動団体が主体となる場合、教育委員会は、当該活動団体の代表者から

のスポーツボランティア活動団体登録申請書（別紙様式１－２）の提出の際、当該代表者

がボランティア講習会を修了していることを確認したうえで審査し、適任と認めた場合は、

公認スポーツボランティア活動団体として認定及び登録することができる。ただし、当該

代表者はボランティア講習会で学んだ事項を当該活動団体に所属する人員に共有し、その

目的の周知に努めなければならない。 

３ 指導員養成講習会の共通科目修了者もしくは、障害者スポーツ指導員養成講習会の修了

者で、スポーツボランティア登録申請書の提出を受けたうえで、教育委員会が審査の上、

適任と認めた者を公認スポーツボランティアとして認定及び登録する。 

４ 他の自治体や団体が主催するスポーツボランティア研修会の修了者で、修了証の写しと

スポーツボランティア登録申請書の提出を受けたうえで、教育委員会が審査の上、適任と

認めた者を公認スポーツボランティアとして認定及び登録する。 

５ 認定の審査決定及び実務は、教育委員会事務局生涯スポーツ課長が担当する。 

 

 

 



（認定・登録カードの交付及び保管） 

第 11 条 教育委員会は、認定した公認スポーツボランティアに対して認定・登録カードを交

付する。 

２ 公認スポーツボランティアは、活動の際に認定・登録カードを携帯しなければならない。 

３ 公認スポーツボランティアは、交付された認定・登録カードを細心の注意をもって保管

しなければならない。 

４ 認定・登録カードは、他人に貸与、譲渡することはできない。 

５ 認定・登録カードを紛失し、又は棄損した場合は、本人又は活動団体の申し出により再

交付する。 

 

(登録の抹消) 

第 12 条 公認スポーツボランティアが次の要件に該当した場合は、認定を取り消す。 

（１）公認スポーツボランティアとしての信用を傷つけ、又は不名誉となる行為があったと

き。 

（２）本人又は活動団体から登録取消しの申し出があったとき。特に、活動団体の場合は、

第４条又は第７条に定める研修会を修了している活動団体の代表者が当該団体に所属し

なくなった、又は配属先の変更等により代表者の活動が困難になった申し出があったと

き。ただし、後任の代表者が第４条又は第７条に定める研修会を修了している場合はこ

の限りでない。 

（３）活動実績（３年間）が確認できないとき及び高齢などにより活動能力が低下したと認

められるとき。 

２ 自然災害又は予期せぬ感染症の流行等により、スポーツボランティアの活動機会が著し

く減少していると教育委員会が判断した場合、その期間を含む年度内にスポーツボランテ

ィア活動実績が確認できない者については、活動実績（３年間）に当該年度を含めないも

のとする。 

 

(登録期間) 

第 13 条 公認スポーツボランティアの登録期間は、認定・登録カード発行日から３年が経過

するまでとする。ただし、期間満了の日までにスポーツボランティアとして活動の実績が

ある場合は、最終活動日から３年が経過するまでとする。 

 

(再登録) 

第 14 条 登録を抹消された公認スポーツボランティアが再登録を希望する場合は、改めてボ

ランティア講習会又はリーダー講習会を修了し、登録申請書の提出を受けたうえで、教育

委員会が審査の上、適任と認めた者を公認スポーツボランティアとして再登録できる。 

 

(登録の変更) 

第 15 条 登録された公認スポーツボランティアの住所、勤務先、電話番号等の登録内容に変

更が生じた場合は、速やかに教育委員会事務局生涯スポーツ課に届けなければならない。 

２ 認定された活動団体は、第４条又は第７条に定める研修会を修了している活動団体の代

表者が当該団体に所属しなくなった場合又は配属先の変更等により代表者の活動が困難に

なった場合は、速やかに後任の代表者（ただし、第４条又は第７条に定める研修会を修了

している者に限る。）を選任するとともに、教育委員会事務局生涯スポーツ課に届けなけれ

ばならない。 

 

 

(登録された公認スポーツボランティアの紹介) 

第 16 条 区、教育委員会及び下記の団体から登録された公認スポーツボランティアの紹介の

申請があった場合は、スポーツ行事内容を審議の上、公認スポーツボランティアを紹介す

ることができる。 



（１）体育協会が主催するスポーツ行事 

（２）かつしか地域スポーツクラブ、自治町会、青少年育成地区委員会、学校、ＰＴＡ、そ

のほか営利を目的としない地域団体が主催して教育委員会が認めたスポーツ行事 

（３）その他、教育委員会が適当と認めた団体が主催するスポーツ行事 

 

（登録された公認スポーツボランティアの募集） 

第 17 条 区、教育委員会は、区スポーツ事業及び地域団体のスポーツ行事等について、下記

のとおり公認スポーツボランティアへ協力の募集を行うこととする。 

（１）区広報紙（スポーツかつしか）及び区ホームページにて募集する。 

（２）スポーツボランティア登録申請書に記載されている連絡先にて直接ご案内する。 

 

(活動記録) 

第 18 条 ボランティア活動に従事した公認スポーツボランティアは、認定・登録カードに主

催者からスタンプを押印してもらわなければならない。 

２ 認定・登録カードに押印するスタンプは１回のボランティア活動につき１個とする。 

３ 認定・登録カードは 30 回活動する毎に、新しい認定・登録カードを発行する。教育委員

会は、認定・登録カードの発行回数（活動回数）を記録し、公認スポーツボランティアの

ランク付けを行うこととする。 

 

(指導の報酬) 

第 19 条 登録された公認スポーツボランティアがボランティア活動に従事した場合の報酬

は、無償とする。ただし、イベントの内容などに応じて社会通念上の適切な措置をとる。 

 

(活動実績の証明) 

第 20 条 登録された公認スポーツボランティアから、その活動実績について証明を求められ

た場合は、教育委員会はスポーツボランティア活動証明書（別紙様式２）により、その活

動実績を証明しなければならない。 

 

 

付 則 この要領は、令和２年１月３１日から施行する。 

 

付 則 この要領は、令和５年４月２４日から施行する。 


